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　平成２４年度の診療報酬・介護報酬同時改定は、厳しい経済環境や保険財政の下、国民・患者が望む安心・安全で
質の高い医療が受けられる環境を整えていくため、診療報酬本体においては概ね５５００億円の引き上げを行いまし
た。
　調剤報酬については約３００億円の引き上げが可能となり、どのように配分すべきかの議論が中医協で行われ、社
会保障審議会医療保険部会と医療部会が策定した基本方針に則り、平成２４年２月１０日に、診療報酬改定案の答申
を厚生労働大臣に対して行いました。
　今回改定された調剤報酬点数表においては、後発医薬品の普及促進に関する政府目標（平成２４年度までに数量ベー
スで３０％以上）の達成に向けて、後発医薬品調剤体制加算の見直しが行われ、評価基準が引き上げられました。こ
の見直しの意味は、今後もより一層、薬局・薬剤師による後発医薬品の普及促進に向けた積極的な取り組みが期待さ
れているものと受け止めています。
　また、お薬手帳を利用した患者への薬剤情報提供については、東日本大震災の被災地での活用実績などを踏まえ、
全年齢層におけるお薬手帳の普及を目指して、薬剤服用歴管理指導料との一体的な評価へと発展的に廃止・統合され
ました。さらに在宅医療推進に向けた対応については、在宅薬剤管理の実績評価や小規模薬局間による連携体制の整
備などが図られています。これは、薬局・薬剤師が「かかりつけ機能」をより一層発揮して、地域医療提供体制の中
で貢献していくことが求められているということに他なりません。
　一方、今回新たに導入されることになった薬剤師の病棟業務にかかる評価については、療養病棟や精神病棟に対し
ては限定的評価になったものの、これまで薬剤師が行ってきた病棟での業務が評価されたという点で、今後目指して
いくべき業務を考える上で、医療機関に従事するすべての薬剤師にとって大きな節目になったと言えるでしょう。
　しかし、その一方で、行政刷新会議などからの調剤報酬に対する厳しい指摘や、国民・患者からの「医薬分業は本
当に必要か？」「薬剤師は役割をきちんと果たしているか？」といった厳しい意見があった中で議論が進んでいたこ
とを忘れてはなりません。
　厳しい財政状況の中で行われた改定は、改めて薬剤師の業務を見つめ直す良い機会だったのかもしれません。
　薬剤師の使命や医薬分業の果たす役割を、国民・患者そして医療関係者に正しく理解してもらえるよう、より一層
努力していくことが求められています。
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診療報酬改定からみた薬剤師に求められるもの
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